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平成 30年土地基本調査（確報集計結果） 
結果の要約 

 

Ⅰ．法人土地・建物基本調査 
(平成 30年１月１日現在で把握した法人の土地・建物の状況) 

 

１．法人の土地・建物の所有状況 

○土地を所有している法人、建物を所有している法人はいずれも法人全体の４割 

・法人総数約 196.0万法人のうち、土地を所有している法人は約 71.3万法人（法人総数の 36.4％）、建物

を所有している法人は約 80.1 万法人（同 40.9％）となっている。 

・土地・建物共に所有している法人は約 59.2 万法人（同 30.2％）、土地・建物共に所有していない法人は

約 103.8 万法人（同 53.0％）となっている。 

【法人の土地・建物の所有状況別 法人数・割合、推移】 

 

○法人が所有している土地の面積は約 2.6万㎢。このうち「宅地など」が３割 

○法人が所有している土地の資産額は約 387.2兆円。このうち「宅地など」が８割 

・法人が所有している土地の面積は約 2.6 万㎢となっている。土地の種類別にみると、「林地」が約 1.4

万㎢（法人が所有している土地総面積の 53.2％）と最も多く、次いで「宅地など」が約 0.7万㎢（同

28.1％）、「農地」が約 0.1万㎢（同 4.7％）となっている。 

・法人が所有している土地の資産額は約 387.2兆円となっている。土地の種類別にみると、「宅地など」

が約 319.0兆円（法人が所有している土地の資産総額の 82.4％）と最も多く、次いで「農地」が約 1.5

兆円（同 0.4％）、「林地」が約 1.1 兆円（同 0.3％）となっている。 

  【法人の土地種類別 土地所有面積】       【法人の土地種類別 土地資産額】 
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注） 「建物」には、「宅地など」以外の土地にある建物 
及び延べ床面積 200 ㎡未満の建物を含む。 

注） ( )内の数字は土地所有面積（単位：㎢） 注） ( )内の数字は土地資産額（単位：兆円） 
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○法人が所有している建物の延べ床面積は約 2,118㎢。このうち「工場以外の建物」が７割 

○法人が所有している建物の資産額は約 136.5兆円。このうち「工場以外の建物」が８割 

・法人が所有している建物の延べ床面積は約 2,118㎢となっている。このうち「工場敷地以外にある建物

（工場以外の建物）」が約 1,423㎢（法人が所有している建物の延べ床総面積の 67.2％）、「工場敷地に

ある建物（工場）」が約 695 ㎢（同 32.8％）となっている。 

・法人が所有している建物の資産額は約 136.5兆円となっている。このうち「工場敷地以外にある建物

（工場以外の建物）」が約 111.6兆円（法人が所有している建物の資産総額の 81.8％）、「工場敷地にあ

る建物（工場）」が約 24.8兆円（同 18.2％）となっている。 

【建物延べ床面積】                【建物資産額】 

 

 

２．法人の土地所有と所有土地の状況 

○「宗教」「製造業」「建設業」「不動産業、物品賃貸業」で土地所有法人が多い 

○法人が所有している土地の面積は「製造業」などの上位４業種で全体の半数以上 

・土地を所有している法人を業種別にみると、「宗教」が約 11.4万法人（土地を所有している法人の 16.0％）

と最も多く、次いで「製造業」が約 10.1万法人（同 14.2％）、「建設業」が約 10.1 万法人（同 14.2％）、

「不動産業、物品賃貸業」が約 8.7 万法人（同 12.3％）となっている。 

・法人が所有している土地の面積を業種別にみると、「製造業」が約 5,801 ㎢（法人が所有している土地

総面積の 22.1％）と最も大きく、次いで「林業」が約 3,716 ㎢（同 14.2％）、「宗教」が約 2,333 ㎢

（同 8.9％）、「サービス業（宗教を除く）」が約 1,778 ㎢（同 6.8％）となっている。 

【法人業種別 土地所有法人数、土地所有面積・割合】 

注） ( )内の数字は建物の延べ床面積（単位：㎢） 注） ( )内の数字は建物資産額（単位：兆円） 
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○土地を所有している会社法人は、資本金 3,000万円未満の階級が８割 

○会社法人が所有している土地の面積は、資本金１億円以上の階級が６割 

・土地を所有している会社法人を資本金階級別にみると、「1,000万円未満」層が約 22.3万法人（土地を

所有している会社法人の 41.6％）と最も多く、次いで「1,000～3,000 万円」層が約 22.2万法人（同

41.4％）となっており、この両者で８割を占めている。 

・会社法人が所有している土地の面積を資本金階級別にみると、「100 億円以上」層が約 6,774 ㎢（会社法

人が所有している土地総面積の 41.7％）と最も大きく、次いで「１～100億円」層が約 3,171㎢（同 19.5％）

となっており、この両者で会社法人が所有している土地総面積の６割を占めている。 

【会社法人資本金階級別 土地所有法人数割合・土地所有面積割合】 

 

○法人が所有している「宅地など」の土地の所有形態は、「単独所有」が９割 

・法人が所有している「宅地など」の土地の件数を所有形態別にみると、「単独所有」が約 197.2万件

（92.4％）と９割を占めている。 

・「宅地など」の土地の所有権について「他者と共有している」※件数割合を業種別にみると、「情報通信

業」（11.4％）、「不動産業、物品賃貸業」（11.1％）、「サービス業（宗教を除く）」（8.1％）で相対的に

高くなっている。  

※ 「区分所有による敷地利用権」「他と共有」の合計 

【法人業種、「宅地など」の土地の所有形態別 土地所有件数割合】 
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３．法人の建物所有と所有建物の状況 

○建物を所有している法人は、「製造業」などの上位４業種で全体の半数以上 

○法人が所有している工場以外の建物の延べ床面積は、「不動産業、物品賃貸業」が２割で 

最も大きい 

・建物を所有している法人を業種別にみると、「製造業」が約 12.5万法人（建物を所有している法人の

15.5％）と最も多く、次いで「不動産業、物品賃貸業」が約 11.2 万法人（同 14.0％）、「建設業」が約

10.7万法人（同 13.3％）、「宗教」が約 10.2 万法人（同 12.7％）となっている。 

・法人が所有している「工場敷地以外にある建物（工場以外の建物）」の延べ床面積を業種別にみると、

「不動産業、物品賃貸業」が約 288 ㎢（法人が所有している「工場以外の建物」の延べ床総面積の

20.3％）と最も大きく、次いで「医療、福祉」が約 173 ㎢（同 12.2％）、「教育、学習支援業」が約 132

㎢（同 9.3％）、「小売業」が約 113 ㎢（同 8.0％）、「運輸業、郵便業」が約 103㎢（同 7.2％）となって

いる。 

【法人業種別 建物所有法人数、工場以外の建物延べ床面積・割合】 

○建物を所有している会社法人は、資本金 3,000万円未満の階級が８割 

○会社法人が所有している建物の延べ床面積は、資本金１億円以上の階級で全体の半数以上 

○建物を所有している会社法人を資本金階級別にみると、「1,000万円未満」層が約 28.3万法人（建物を

所有している会社法人の 45.3％）と最も多く、次いで「1,000～3,000 万円」層が約 24.8万法人（同

39.6％）となっており、この両者で８割を占めている。 

○会社法人が所有している建物の延べ床面積を資本金階級別にみると、「１～100 億円」層が約 429 ㎢（会

社法人が所有している建物の延べ床総面積の 26.9％）と最も大きく、次いで「100 億円以上」層が約 409

㎢（同 25.6％）となっており、この両者で会社法人が所有している建物の延べ床総面積の半数以上を占

めている。 

【会社法人資本金階級別 建物所有法人数割合・建物の延べ床面積割合】 
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○法人が所有している新耐震基準を満たす建物が調査開始（平成 20年）以降、初めて法人が

所有している建物件数の７割を超える 

・法人が所有している建物の新耐震基準への適合状況をみると、新耐震基準の施行後の昭和 56年以降の建

物の件数割合（67.8％）と昭和 55年以前で新耐震基準を満たしている建物の件数割合（4.2％）を合わせ

た 72.0％が新耐震基準に適合している。７割を超えたのは調査開始以降初めて。 

【建築時期、新耐震基準への適合状況別 建物所有件数割合】 
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４．法人の土地・建物の利用・貸付状況 

○法人が所有している「宅地など」の土地の件数は、「建物敷地」が約 143.4 万件、「建物敷地

以外」が約 65.8万件 

○法人が所有している「宅地など」の土地の面積は、「建物敷地」が約 4,490 ㎢、「建物敷地以

外」が約 2,796㎢ 

・法人が所有している「宅地など」の土地の件数は、「建物敷地」が約 143.4万件、「建物敷地以外」が約

65.8万件となっている。利用現況別にみると、「建物敷地」では「事務所」が約 29.1万件（法人が所有

している「建物敷地」総件数の 20.3％）、「建物敷地以外」では「駐車場」が約 23.4 万件（法人が所有

している「建物敷地以外」総件数の 35.6％）と最も多くなっている。 

・法人が所有している「宅地など」の土地の面積は、「建物敷地」が約 4,490㎢、「建物敷地以外」が約

2,796 ㎢となっている。利用現況別にみると、「建物敷地」では「工場」が約 1,737㎢（法人が所有して

いる「建物敷地」総面積の 38.7％）、「建物敷地以外」では「その他」を除くと「ゴルフ場・スキー場・

キャンプ場」が約 726 ㎢（法人が所有している「建物敷地以外」総面積の 25.9％）と最も大きくなって

いる。 

 

【「宅地など」の土地の利用現況別 土地所有件数・割合】 

 

【「宅地など」の土地の利用現況別 土地所有面積・割合】 

 

事務所

571㎢

(12.7%)

店舗

334㎢

(7.4%)

工場

1,737㎢

(38.7%)
倉庫

316㎢

(7.0%)

社宅・従業員宿舎

90㎢

(2.0%)

その他の福利

厚生施設

43㎢

(1.0%)

社宅・従業員宿舎

以外の住宅

187㎢

(4.2%)

ホテル・旅館

114㎢

(2.5%)

文教用施設

325㎢

(7.2%)

宗教用施設

430㎢

(9.6%)

医療施設・

福祉施設

200㎢

(4.5%)

ビル型駐車場

3㎢

(0.1%)

その他の建物

120㎢

(2.7%)

利用できない建物

22㎢

(0.5%)

建物敷地

4,490㎢

(100％)

駐車場

201㎢

(7.2%)

資材置場

177㎢

(6.3%)
グラウンド等の

福利厚生施設

28㎢

(1.0%)

ゴルフ場・

スキー場・

キャンプ場

726㎢

(25.9%)

貯水池・水路

85㎢

(3.0%)
文教用地

81㎢

(2.9%)

宗教用地

269㎢

(9.6%)

その他

704㎢

(25.2%)

空き地

526㎢

(18.8%)

建物敷地以外

2,796㎢

(100％)

事務所

29.1万件

(20.3%)

店舗

21.5万件

(15.0%)

工場

17.5万件

(12.2%)

倉庫

12.6万件

(8.8%)

社宅・従業員宿舎

6.9万件

(4.8%)

その他の福利厚生施設

2.4万件

(1.7%)

社宅・従業員宿舎

以外の住宅

21.8万件

(15.2%)

ホテル・旅館

2.0万件

(1.4%)

文教用施設

3.1万件

(2.2%)

宗教用施設

13.6万件

(9.5%)

医療施設・福祉施設

8.5万件

(5.9%)

ビル型駐車場

0.3万件

(0.2%)

その他の建物

2.9万件

(2.0%)

利用できない建物

1.1万件

(0.7%)

建物敷地

143.4万件

(100％)

駐車場

23.4万件

(35.6%)

資材置場

7.0万件

(10.7%)

グラウンド等の

福利厚生施設

0.4万件

(0.6%)
ゴルフ場・スキー場・キャンプ場

0.4万件

(0.6%)

貯水池・水路

1.4万件

(2.1%)

文教用地

1.0万件

(1.6%)

宗教用地

10.1万件

(15.3%)

その他

9.7万件

(14.8%)

空き地

12.3万件

(18.8%)

建物敷地以外

65.8万件

(100％)
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○法人が所有している建物の件数、建物の延べ床面積は、「工場」「事務所」「店舗」の上位３

つの利用現況で全体の半数以上 

・法人が所有している建物の件数を利用現況別にみると、「工場」が約 24.9 万件（法人が所有している建

物総件数の 20.6％）と最も多く、次いで「事務所」が約 19.8万件（同 16.4％）、「店舗」が約 16.5 万

件（同 13.7％）となっている。 

・法人が所有している建物の延べ床面積を利用現況別にみると、「工場」が約 695 ㎢（法人が所有している

建物の延べ床総面積の 32.8％）と最も多く、次いで「事務所」が約 304㎢（同 14.3％）、「店舗」が約 267

㎢（同 12.6％）となっている。 

 

【建物の主な利用現況別 建物所有件数・建物延べ床面積・割合】 

 

 

○法人が貸し付けている「宅地など」の土地の割合は、件数、面積共に１割 

・法人が所有している「宅地など」の土地の貸付件数は約 30.4万件（法人が所有している「宅地など」の

土地総件数の 14.2％）で、平成 25年と比較すると約 4.6 万件（17.9％）増加している。 

・法人が所有している「宅地など」の土地の貸付面積は約 778 ㎢（法人が所有している「宅地など」の土地

総面積の 10.6％）で、平成 25 年と比較すると約 38㎢（5.1％）増加している。 

 

【法人業種別 「宅地など」の土地の貸付件数・貸付面積・割合】 

 

 

 

 

事務所

19.8万件

(16.4%)

店舗

16.5万件

(13.7%)

工場

24.9万件

(20.6%)

倉庫

12.4万件

(10.3%)

住宅

15.3万件

(12.7%)

福利厚生施設

0.8万件

(0.6%)

ホテル・旅館

1.6万件

(1.3%)

文教用施設

5.1万件

(4.2%)

宗教用施設

7.4万件

(6.2%)

医療施設・福祉施設

7.1万件

(5.9%)

ビル型駐車場

0.4万件

(0.3%)

その他の建物

5.1万件

(4.2%)

利用できない建物（廃屋等）

0.4万件

(0.3%)
不詳

3.9万件

(3.2%)

建物件数

120.6万件

（100％）

事務所

304㎢

(14.3%)

店舗

267㎢

(12.6%)

工場

695㎢

(32.8%)

倉庫

195㎢

(9.2%)

住宅

155㎢

(7.3%)
福利厚生施設

9㎢

(0.4%)

ホテル・旅館

54㎢

(2.5%)

文教用施設

119㎢

(5.6%)

宗教用施設

48㎢

(2.2%)

医療施設・

福祉施設

151㎢

(7.2%)

ビル型駐車場

14㎢

(0.7%)

その他の建物

81㎢

(3.8%)

利用できない建物

（廃屋等）

4㎢

(0.2%)

不詳

24㎢

(1.1%)

延べ床面積

2,118k㎡

（100％）
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○法人が貸し付けている工場以外の建物の割合は、件数で３割、延べ床面積で２割 

・法人が所有している「工場敷地以外にある建物（工場以外の建物）」の貸付件数は約 29.0 万件（法人が所

有している「工場以外の建物」総件数の 30.3％）で、平成 25年と比較すると約 3.9 万件（15.7％）増加

している。 

・法人が所有している「工場以外の建物」の貸付延べ床面積は約 346 ㎢（法人が所有している「工場以外の

建物」の延べ床総面積の 24.3％）で、平成 25 年と比較すると約 19㎢（5.9％）増加している。 

【法人業種別 「工場以外の建物」の貸付件数・貸付延べ床面積・割合】 

注）一部又は全部を他者に貸し付けている建物件数 

 

○法人が所有している「宅地など」の土地のうち、低・未利用地の面積は約 926㎢で 12.6％ 

・法人が所有している「宅地など」の土地のうち、低・未利用地※の面積は、約 926㎢（法人が所有してい

る「宅地など」の土地総面積の 12.6％）となっている。平成 25 年と比較すると「駐車場」「資材置場」

は増加、「空き地」「利用できない建物（廃屋等）」は減少し、低・未利用地面積は約４㎢減少している。 

・低・未利用地の面積割合を土地所在地（圏域区分）別にみると、三大都市圏では 8.2％、地方圏では 14.1％

となっており、三大都市圏に比べ地方圏が高くなっている。 

※ 法人が所有している「宅地など」の土地の利用現況のうち、「駐車場」「資材置場」「利用できない建物（廃屋等）」「空き地」の合計 

 

【低・未利用地の利用現況別 土地所有面積】 

 

 

 

 

125 

152 

193 

201 

151 

152 

135 

177 

42 

29 

22 

629 

585 

573 

526 

0 200 400 600 800 1,000

平成15年

(905)

平成20年

(932)

平成25年

(930)

平成30年

(926)

（㎢）

駐車場 資材置場 利用できない建物（廃屋等） 空き地

12.6 

8.2 

8.1 

8.2 

8.2 

14.1 

86.4 

90.9 

90.9 

90.9 

90.8 

84.8 

1.0

1.0

1.0

0.9

0.9

1.0

0 20 40 60 80 100

全国

(7,362)

三大都市圏

(1,962)

東京圏

(902)

名古屋圏

(488)

大阪圏

(572)

地方圏

(5,390)

（％）

低・未利用地 低・未利用地以外 不詳

注） （ ）内の数字は低・未利用地の面積（単位：㎢） 

注） 「利用できない建物（廃屋等）」（平成 20 年は「利用していない
建物」）は、平成 20 年から設定した区分 

注） （ ）内の数字は「宅地など」の面積（単位：㎢）。全国には
土地所在地「不詳」を含む。 

 
【土地所在地（圏域区分）別 土地所有面積割合 

（低・未利用地、低・未利用地以外）】 
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○法人が所有している低・未利用地の８割は５年前から低・未利用状態 

・法人が所有している低・未利用地（約 926 ㎢）のうち、「５年前から低・未利用」であった土地は約 725

㎢（78.4％）と、多くは継続的に低・未利用の状態となっている。 

・法人が所有している「５年前から低・未利用地」であった低・未利用地（約 725 ㎢）のうち、今後も

「転換の予定はない」土地は約 560 ㎢と、法人が所有している低・未利用地全体に占める割合は 60.5％

となっている。 

【低・未利用地の５年前の状況と転換予定】 

 

５．法人の土地・建物の所有・利用状況（都道府県） 

○都道府県毎の土地総面積に対する法人土地所有面積の割合は、神奈川県、大阪府、静岡県が

高い 

・法人が所有している土地の面積を、都道府県毎の土地総面積に対する割合でみると、神奈川県

（14.1％）が最も高く、次いで大阪府（12.6％）、静岡県（11.8％）、東京都（11.6％）、埼玉県

（11.2％）となっている。 

【土地所在地（都道府県）別 都道府県面積に対する土地所有面積割合】 

５年以内に取得

118㎢

(12.8%)

５年前は

有効利用

41㎢

(4.4%)

不詳

41㎢

(4.5%)

2㎢ (0.2%)

5㎢ (0.6%)

3㎢ (0.3%)

22㎢ (2.4%)

560㎢ (60.5%)

47㎢ (5.1%)

87㎢ (9.3%)

５年前から

低・未利用

725㎢

(78.4%)

低・未利用地

926㎢

（100％）

概ね１年以内に転換を予定している 概ね５年以内に転換を予定している

転換を予定しているが５年以上は要する 転換を予定しているが時期は決めていない

転換の予定はない 売却を決定・予定している

不詳



10 

 

 

６．資本金１億円以上の会社法人の土地所有及び購入・売却状況（土地動態編） 

○資本金１億円以上の会社法人のうち、土地を所有している会社法人は 56.9％ 

・資本金１億円以上の会社法人は 31,805法人で、このうち土地を所有している会社法人は 18,094 法人

（資本金１億円以上の会社法人の 56.9％）となっている。 

・資産区分別にみると、「事業用資産」の土地を所有している会社法人は 17,521 法人（同 55.1％）、「棚卸

資産」の土地を所有している会社法人は 1,272法人（同 4.0％）となっている。 

 

【資産区分別 土地所有法人数割合の推移（資本金１億円以上の会社法人）】 

 

○資本金１億円以上の会社法人のうち、平成 29年に土地の購入・売却を行った法人は１割 

・資本金１億円以上の会社法人について、平成 29年１月１日から 12月 31 日までの１年間に土地の購入

又は売却を行った法人数をみると、土地を購入した法人は 2,758法人（資本金１億円以上の会社法人の

8.7％）、土地を売却した法人は 2,953法人（同 9.3％）となっている。 

 

【会社法人業種別 土地購入・売却法人数割合（資本金１億円以上の会社法人）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.3 59.1 58.4 58.4 57.7 55.1

3.9 5.4 5.6 5.8 5.8 4.0

0

10

20

30

40

50

60

70

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

（％）

事業用資産 棚卸資産

注）平成26～29年は土地動態調査結果

8.7

10.1

18.4

12.9

7.9

8.9

6.0

12.3

6.1

19.5

4.8

8.8

5.0

9.3

4.0

20.1

13.3

11.1

10.0

8.5

10.0

8.7

18.1

5.5

7.2

4.8

0 5 10 15 20 25

全法人(31,805)

農林漁業、鉱業(242)

建設業(1,742)

パルプ・紙・紙加工品製造業(171)

鉄鋼業・非鉄金属製造業(508)

その他製造業(7,590)

卸売業(4,165)

小売業(1,828)

金融業、保険業(1,684)

不動産業（賃貸を含む）(2,767)

運輸業・通信業(4,041)

電気業・ガス業・熱供給業・水道業(466)

飲食業、サービス業(6,540)

(％)

土地を購入した法人

土地を売却した法人

注）（ ）内の数字は会社法人数（単位：法人） 
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Ⅱ．世帯土地統計 

(平成 30年 10月１日現在で把握した世帯の土地の状況) 

 

１．世帯の土地所有、所有土地の概況 

○土地を所有している世帯は約2,726万世帯、全世帯の半数以上 

・世帯総数約 5,379万世帯のうち、土地を所有している世帯は約 2,726万世帯（世帯総数の 50.7％）とな

っている。 

・「現住居の敷地」を所有している世帯は約 2,603万世帯（同 48.4％）、「現住居の敷地以外の土地」を所有

している世帯は約 825 万世帯（同 15.3％）となっている。 

【世帯の土地の所有状況別 世帯数・割合、推移】 

 

 

○世帯が所有している土地の面積は約 10.2万㎢。このうち「山林」「農地」で９割 

○世帯が所有している土地の資産額は約 595.7兆円。このうち「宅地など」で９割 

・世帯が所有している土地の面積は約 10.2万㎢となっている。土地の種類別にみると、「山林」が約 5.6

万㎢（世帯が所有している土地総面積の 54.9％）と最も多く、次いで「農地」が約 3.5万㎢（同

34.3％）、「現住居の敷地」が約 0.7 万㎢（同 6.5％）、「現住居の敷地以外の宅地など」が約 0.4 万㎢

（同 4.3％）となっている。 

・世帯が所有している土地の資産額は約 595.7兆円となっている。土地の種類別にみると、「現住居の敷

地」が約 378.4 兆円（世帯が所有している土地の資産総額の 63.5％）と最も多く、次いで「現住居の敷

地以外の宅地など」が約 157.3兆円（同 26.4％）、「農地」が 55.4 兆円（同 9.3％）、「山林」が約 4.6

兆円（同 0.8％）となっている。 

【世帯の土地種類別 土地所有面積・割合】   【世帯の土地種類別 土地資産額・割合】 

現住居の敷地

6,615㎢

(6.5%) 現住居の敷地以外

の宅地など

4,367㎢

(4.3%)

農地

34,881㎢

(34.3%)

山林

55,761㎢

(54.9%)

面積

101,624㎢

(100％)

宅地など 

10,982㎢ 
(10.8%) 

57.4 54.4 53.6 51.1 52.2 50.7 

53.8 52.1 51.3 49.1 50.0 
48.4 

23.4 
18.5 18.2 16.0 17.2 15.3 

0

20

40

60

80

平成５年 平成10年 平成15年 平成20年 平成25年 平成30年

土地全体
現住居の敷地
現住居の敷地以外の土地

（％）
世帯総数 

 5,379 万世帯（100％） 

「現住居の敷地以外の

土地」のみ所有 

123 万世帯（2.3％） 

「現住居の敷地」と「現住居

の敷地以外の土地」の 

両方を所有 

702 万世帯（13.0％） 
「現住居の敷地」のみ所有 

1,901 万世帯（35.3％） 

注） 世帯総数には「現住居の敷地」の所有の「不詳」の世帯を含む。 

現住居の敷地

378.4兆円

（63.5%）

現住居の敷地以外

の宅地など

157.3兆円

（26.4%）

農地

55.4兆円

（9.3%）

山林

4.6兆円

（0.8%）

資産額

595.7兆円

（100％）
宅地など 

535.7,兆円 
(89.9%) 
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２．世帯の土地所有の状況 

○家計を主に支える者の年齢と共に、世帯が所有している「現住居の敷地」の所有世帯数割合

は上昇 

・家計を主に支える者の年齢別にみると、「現住居の敷地」、「現住居の敷地以外の土地」※の所有世帯数割合

は、両者とも年齢階級が高くなるにしたがいおおむね高くなっている。 

・「現住居の敷地」では平成 25 年以前は「75 歳以上」層で「65～74 歳」層と比べ所有世帯数割合は低下 

しているが、平成 30年では上昇している。 

※「現住居の敷地以外の宅地など」「農地」「山林」の合計 

【家計を主に支える者の年齢別 「現住居の敷地」、「現住居の敷地以外の土地」の所有世帯数割合】  

○世帯が所有している「宅地など」の土地の取得方法は、「現住居の敷地」では「法人から 

購入」「個人から購入」「相続･贈与で取得」した割合がそれぞれ３割で同程度となっている

一方、「現住居の敷地以外の宅地など」では「相続･贈与で取得」した割合が半数以上 

・世帯が所有している宅地など（「現住居の敷地」及び「現住居の敷地以外の宅地など」）の土地について

取得方法別に世帯数割合をみると、「現住居の敷地」では、「会社・都市再生機構・公社などの法人から

購入」した土地が 34.3％と最も高く、次いで「相続・贈与で取得」した土地が 28.4％、「個人から購

入」した土地は 26.2％となっており、おおむね同程度の割合となっている。 

・「現住居の敷地以外の宅地など」の土地の件数割合をみると、「相続・贈与で取得」した土地が 55.2％と

最も高く、次いで「個人から購入」した土地が 20.0％となっている。 

【「現住居の敷地」と「現住居の敷地以外の宅地など」の取得方法】 

 

2.2 

2.4 

2.1 

1.9 

33.6 

34.3 

11.3 

11.0 

28.2 

26.2 

22.1 

20.0 

29.3 

28.4 

50.9 

55.2 

3.7 

4.1 

3.0 

2.9 

3.1 

4.5 

10.5 

9.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成25年

平成30年

平成25年

平成30年

国・都道府県、

市区町村から

購入

会社・都市再生

機構・公社などの

法人から購入

個人から購入 相続・贈与

で取得

その他 不詳

0

20

40

60

80
(％)

平成５年
平成10年
平成15年
平成20年
平成25年
平成30年

0

20

40

60

80
(％) 平成５年

平成10年
平成15年
平成20年
平成25年
平成30年

現住居の敷地 

現住居の敷地以外

の宅地など 

現住居の敷地 現住居の敷地以外

の土地 

注）「現住居の敷地」は世帯数割合、「現住居の敷地以外の宅地など」は件数割合となっている。 
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３．世帯が所有している「宅地など」の土地の状況 

○世帯が所有している「現住居の敷地」に占める「一戸建住宅」の敷地面積は 96.2％ 

・世帯が所有している「宅地など」（「現住居の敷地」及び「現住居の敷地以外の宅地など」）の土地総面

積は、約 1.1万㎢となっている。 

・「現住居の敷地」の面積は約 0.7 万㎢（世帯が所有している「宅地など」の土地総面積の 60.2％）とな

っており、このうち「一戸建住宅」の敷地が 96.2％を占めている。 

【「現住居の敷地」の利用現況別 土地所有面積割合】 

 

○世帯が所有している「現住居の敷地以外の宅地など」の土地に占める「主に建物の敷地 

として利用」している土地の面積は 51.3％ 

・世帯が所有している「現住居の敷地以外の宅地など」の土地の面積は約 0.4万㎢（世帯が所有している

「宅地など」の土地総面積の 39.8％）となっており、このうち「主に建物の敷地として利用」している

土地が半数以上（世帯が所有している「現住居の敷地以外の宅地など」の土地総面積の 51.3％）を占め

ている。 

【「現住居の敷地以外の宅地など」の土地の利用現況別 土地所有面積割合】 

 

 

 

60.2 39.8 

96.2 

0.3 3.2 0.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

宅地など

(10,982㎢)

現住居の

敷地

(6,615㎢)

一戸建住宅 長屋建住宅 共同住宅 その他・不詳

現住居の敷地（6,615㎢） 現住居の敷地以外の宅地など（4,367㎢）

60.2 39.8 

24.4 10.3 16.6 6.5 

2.3 0.8 

5.6 13.5 17.7 

2.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

宅地など

(10,982㎢)

現住居の

敷地以外の

宅地など

(4,367㎢)

一戸建住宅 共同住宅・長屋建住宅 事務所・店舗・工場・倉庫等

屋外駐車場 資材置場 スポーツ・レジャー用地

その他に利用 利用していない(空き地） その他(原野など）

不詳

現住居の敷地（6,615㎢） 現住居の敷地以外の宅地など（4,367㎢）

主に建物の敷地として利用

注） 「一戸建住宅」は調査結果の「一戸建専用住宅」「一戸建店舗等併用住宅」の合算を、
「事務所・店舗・工場・倉庫等」も同じく「事務所・店舗」「工場・倉庫」「ビル型駐車場」 

「その他の建物」の合算である。 
 



14 

 

 

○世帯が所有している「宅地など」の土地のうち、低･未利用地の面積は約 1,751㎢。 

面積割合では地方圏が三大都市圏を上回る 

・世帯が所有している「宅地など」の土地のうち、低・未利用地※の面積は約 1,751㎢（世帯が所有して

いる「宅地など」の土地総面積の 15.9％）となっている。平成 25 年と比較すると約 338 ㎢の増加とな

っている。 

・世帯が所有している「宅地など」の土地に占める低・未利用地の面積割合を土地所在地（圏域区分）別

にみると、三大都市圏では 10.9％、地方圏では 18.1％となっており、三大都市圏に比べ地方圏が高く

なっている。 

※世帯が所有している「宅地など」（「現住居の敷地」及び「現住居の敷地以外の宅地など」）の土地の利用現況のうち、 

「屋外駐車場」「資材置場」「利用していない（空き地）」「その他（原野など）」の合計 

【低･未利用地の利用現況別 土地面積の推移】 

 

 

 

４．都道府県別にみた世帯の土地の所有状況 

○世帯が所有している「現住居の敷地」の所有世帯数割合は、秋田県など日本海側の県で高い 

・世帯が所有している「現住居の敷地」の所有世帯数割合を世帯の所在地（都道府県）別にみると、秋田

県（68.6％）が最も高く、次いで富山県（66.1％）、新潟県（65.4％）、山形県（65.0％）、青森県

63.3％）となっており、日本海側に位置する県を中心に高い傾向になっている。 
【世帯所在地（都道府県）別 「現住居の敷地」の所有世帯数割合】  
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注） （ ）内の数字は低・未利用地の面積（単位：㎢） 注） （ ）内の数字は低・未利用地の面積（単位：㎢） 
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H30：その他(原野など）
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（空き地・原野など）
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（空き地）

資材置場

屋外駐車場

 
【土地所在地（圏域区分）別 土地所有面積割合 

（低・未利用地、低・未利用地以外）】 
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平成 30 年法人土地・建物基本調査の実施状況 

 
１．実施状況及び今後のスケジュール 

    平成 30 年調査の実施状況及び今後のスケジュールは次のとおり。 
 

項  目 平成 30 年調査 
発送 平成 30 年７月２日～（６回に分けて発送） 

提出期限 平成 30 年９月 14 日 
前回（第５回）研究会 令和元年８月２日 

速報集計公表 令和元年９月 24 日 

確報集計公表 令和２年９月 30 日 

第６回研究会 令和２年 11 月 26 日（本日） 
総合報告書公表 令和２年度内 

 

２．調査票の回収状況 

    平成 30 年調査の回収数は 388,129 法人（回収率：80.2%）であり、前回調査（平

成 25 年調査）の確報集計時の回収数 354,479 法人（回収率：75.0%）を上回ってお

り、前回調査と比較して、回収率で 5.2％増、オンライン率は 6.2%増となっている。 

詳細の回収率は参考２「回収状況一覧」参照。 
 

担当機関 

今回調査（平成 30 年調査）※１ 前回調査（平成 25 年調査）※１ 

発送数 

未到達及び

対象外数 

※２ 

回収数※３ 

うち 

オンライン

※４ 

発送数 

未到達及び

対象外数 

※２ 
回収数※３ 

うち 

オンライン 

総数 492,996 9,262 
388,129 

(80.2%) 

40,952 

(8.5%) 
493,636 20,485 

354,465 

(75.0%) 

10,870 

(2.3%) 

 
国土交通省 349,844 5,769 

266,660 

(77.5%) 

29,927 

(8.7%) 
346,456 16,385 

237,330 

(71.9%) 

7,438 

(2.3%) 

内 
 

訳 

会社 
法人 

345,098 5,528 
262,677 

(77.4%) 

29,257 

(8.6%) 
338,710 16,035 

230,910 

(71.6%) 

7,087 

(2.2%) 

会社以外 

の法人 
4,746 241 

3,983 

(88.4%) 

670 

(14.9%) 
7,746 350 

6,420 

(86.8%) 

351 

(4.7%) 

都道府県 
（会社以外の法人）  

143,152 3,493 
121,469 

(87.0%) 

11,025 

(7.9%) 
147,180 4,460 

117,149 

(82.1%) 

3,432 

(2.4%) 

 ※１ 確報集計の結果公表時点 
※２ 未到達及び対象外数は、発送数のうち宛先不明や廃業等であった件数 

 ※３ カッコ内の割合は、回収数／（発送数－未到達及び対象外数） 
 ※４ H30 年のオンライン回答には、「メールによる回答」を含む 
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３．総合報告書の編冊について 

総合報告書の冊子全体のテーマは「土地基本調査 25 年／平成 30 年を振り返る」

として、調査結果の時系列比較を中心に「調査結果の 25 年間の大きな流れ」をま

とめていく。一部他の調査の結果などを踏まえて、コラム等で分析を行っていく。 
    なお、報告書冊子の構成は下記を予定している。 

 

（総合報告書構成案） 

第１章 我が国における土地・建物のストックの概況 

１. １ 我が国の土地・建物ストックと利用概況 

１．２ 所有主体の視点からみた我が国の土地・建物の所有概況 

 

第２章 法人・世帯の土地・建物の所有の概況 

２．１ 法人・世帯の土地・建物の所有状況 

２．２ 法人・世帯の所有土地の概況 

２．３ 法人・世帯の所有建物の概況 

        

第３章 法人・世帯の土地・建物の利用の状況 

３．１ 法人の所有土地の状況 

３．２ 世帯の所有土地（「宅地など」）の状況 

３．３ 法人・世帯の所有土地（「宅地など」）の利用状況 

３．４ 法人・世帯の所有建物の利用状況 

 

第４章 都道府県別にみた法人・世帯の土地・建物の所有・利用状況 

４．１ 都道府県別にみた法人・世帯の土地の所有・利用状況 

４．２ 都道府県別にみた法人・世帯の建物の所有・利用状況 
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資料１－３ 

平成 30 年世帯土地統計の推計状況 

 
 
１．平成 25 年世帯土地統計（前回調査）における推計手法 

   平成 20 年調査までは「調査票乙のみ」で集計を行っていたが、平成 20 年調査結果をみると

世帯総数には土地所有について「不詳」の世帯を含んでおり、この「不詳」の中には土地を所有

している世帯が含まれていると考えられ、土地所有世帯数、所有面積等が過小推計になってい

る可能性が判明した。これを改善するため、平成 25 年調査では次の変更を行った。 

 

平成 20 年調査 平成 25 年調査 

○調査票甲では、現住居以外の土地の所有につ

いて調査していない 

 

 

○調査票乙では、「V この住居以外の住宅・土地

の所有について」、 

  所有面積に関わらず、 

・所有するすべての土地 

 

について調査している 

○調査票甲では、「V 現住居以外の土地の所有

について」の調査項目を追加 

（所有の有無と土地の種類を把握） 

 

○調査票乙では、「V 現住居以外の住宅・土地の

所有について」、 

所有面積の大きい順に、 

・現住居以外の宅地など（３区画まで） 

・農地・山林（２市区町村まで）） 

について調査している 

（４区画以降、３市区町村以降は記入省略） 

 

上記条件の差異に鑑み、「調査票乙を用いた集計」が「調査票甲・乙の両方を用いた集計」の

結果数値に整合するように調整した乗率により比推定を実施した。 

具体的には、「土地の種類ごとの所有の有無別」の①「家計主（世帯主）の年齢別」世帯数

と②「乙推定地域別」世帯数について、「乙のみ集計」の値が「甲乙集計」の値と一致するよ

うに比推定を行った。土地の種類、家計主の年齢、乙推定地域は、次の区分を使用した。 

 

 

土地の種類 現住居の敷地，現住居の敷地以外の宅地など，農地，山林 

①家計主（世帯

主）の年齢区分 

①35 歳未満・年齢不詳、②35～39 歳、③40～44 歳、④45～49 歳、 

⑤50～54 歳、⑥55～59 歳、⑦60～64 歳、⑧65～69 歳、⑨70～74 歳、 

⑩75 歳以上 

②乙推定地域 神奈川県、静岡県、大阪府及び福岡県にあっては、県庁所在市、県庁所在

市以外の政令指定都市及びそれ以外の地域とした計 13 地域（神奈川県以

外：３地域×３府県、神奈川県：４地域×１県）を各単位とし、上記以外

の都道府県にあっては、県庁所在市及びそれ以外の地域とした計 86 地域

（２地域×43 都道府県）を各単位とする 
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２．平成 30 年世帯土地統計（今回調査）の推計手法 

平成 25 年調査と同様に、「調査票乙を用いた集計」が「調査票甲・乙の両方を用いた集計」

の結果数値に整合するように調整した乗率により比推定を実施した。 

具体的には、「土地の種類ごとの所有の有無別」の①「家計主（世帯主）の年齢別」世帯数

と②「乙推定地域別」世帯数について、「乙のみ集計」の値が「甲乙集計」の値と一致するよ

うに比推定を行った。土地の種類、家計主の年齢、乙推定地域は、次の区分を使用した。 

 

（参考）調査事項の比較 

平成 25 年調査 平成 30 年調査 

○調査票乙では、「V 現住居以外の住宅・土地の

所有について」、 

 所有面積の大きい順に、 

・現住居以外の宅地など（３区画まで） 

・農地・山林（２市区町村まで） 

について調査している 

（４区画以降、３市区町村以降は記入省略） 

 

 

○調査票乙において、現住居以外の農地と山林

を合わせて、所有総数（市区町村数）を調査し

ている 

○調査票乙では、「Ⅶ 現住居以外の土地の所有

について」、 

所有面積の大きい順に、 

・現住居以外の宅地など（３区画まで） 

・農地（２市区町村まで） 

・山林（２市区町村まで） 

について調査している 

（４区画以降、３市区町村以降は記入省略） 

 

○調査票乙において、現住居以外の農地、山林

を別々に、所有総数（市区町村数）を調査して

いる 

 

（１）土地所有世帯数について 

住宅・土地統計調査における、平成 25 年と平成 30 年の土地所有世帯数を比較すると、「甲乙

集計」と「乙のみ集計」で、「現住居の敷地」を所有する世帯数では、推計結果に差は見られな

いが（図１）、「現住居の敷地以外の土地（現住居の敷地以外の宅地など、農地、山林）」を所有

する世帯数では「乙のみ集計」の推計値が平成 25 年同様に小さくなっており、平成 25 年調査

同様に過小推計が考えられるため、「甲乙集計」での乗率を使用することとした（図２、３、４）。 

土地の種類 現住居の敷地，現住居の敷地以外の宅地など，農地，山林 

①家計主（世帯主）

の年齢区分 
①35 歳未満・年齢不詳、②35～39 歳③40～44 歳、④45～49 歳、 

⑤50～54 歳、⑥55～59 歳、⑦60～64 歳、⑧65～69 歳、⑨70～74 歳、 

⑩75～79 歳、⑪80～84 歳、⑫85歳以上 

※平成 30年では、75歳以上を細分化 

②乙推定地域 神奈川県、静岡県、大阪府及び福岡県にあっては、県庁所在市、県庁所在

市以外の政令指定都市及びそれ以外の地域とした計 13 地域（神奈川県以

外：３地域×３府県、神奈川県：４地域×１県）を各単位とし、上記以外

の都道府県にあっては、県庁所在市及びそれ以外の地域とした計 86 地域

（２地域×43 都道府県）を各単位とする 
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図１ 「現住居の敷地」を所有する世帯数 

 
図３ 「農地」を所有する世帯数 

 
 

図２ 「現住居の敷地以外の宅地など」を所有する世帯数 

 
図４ 「山林」を所有する世帯数 

 
注）「甲・乙」及び「乙のみ」は、住宅・土地統計調査の集計用乗率を用いて独自に集計した結果である 
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（２）平成 30 年世帯土地統計の推計結果の確認 

   平成 30 年住宅・土地統計調査の結果と比較すると、平成 30 年世帯土地統計調査の結果は土

地の種類別の所有世帯数の推計値では一致しているが、所有面積の推計値は大きくなっている。 
 

表１ 土地の種類別 所有世帯数（世帯数） 

 
表２ 土地の種類別 所有面積（㎡） 

 
 

さらにこれを世帯主の年齢階級別にみると、所有世帯数では同程度の推計結果となって 
いる（図５、６、７、８）。 

土地の種類
住宅土地乗率
（甲・乙）

住宅土地乗率
（乙）

世帯土地乗率
（乙）

現住居の敷地（注） 31,980,481 32,049,625 31,980,481
現住居の敷地以外の宅
地など

5,886,428 4,643,951 5,886,428

農地 3,833,860 3,513,944 3,833,860
山林 2,250,388 1,994,976 2,250,388

（注）名義人にかかわらず、「所有地」を集計した

土地の種類
住宅土地乗率
（甲・乙）

住宅土地乗率
（乙）

世帯土地乗率
（乙）

現住居の敷地（注） 7,807,263,368 7,915,611,253 8,024,403,658
現住居の敷地以外の宅
地など

- 3,483,292,590 4,366,924,512

農地 - 32,143,464,221 34,881,364,443
山林 - 49,419,524,447 55,760,560,404

（注）名義人にかかわらず、「所有地」を集計した
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図５ 「現住居の敷地」を所有する世帯数の推定結果 

 
 

図７ 「農地」を所有する世帯数の推定結果 

 
 

 

図６ 「現住居の敷地以外の宅地など」を所有する世帯数の推定結果 

 
 

図８ 「山林」を所有する世帯数の推定結果 

 
 
 

注）「甲・乙」及び「乙のみ」は「住宅・土地統計調査」の集計用乗率を用いて独自に集計した結果であり、 
「乙のみ（世帯土地）」は、上記１及び２の推計手法により調整した乗率を用いて集計した結果である。 
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３．令和５年世帯土地統計（次回調査）に向けた課題 

   平成 25 年と平成 30 年の世帯土地統計の結果をみると、土地所有世帯数、土地所有面積とも

に減少となっている。（表３、図９、１０）。 

 

表３ 世帯の土地種類別 土地所有世帯数の時系列推移（平成５～30 年） 

 

出典：『平成 30 年世帯土地統計確報集計』「結果の概要」表 1-1 

図９ 世帯の土地種類別 土地所有世帯数割合の時系列推移（平成５～30年） 

 
出典：『平成 30 年世帯土地統計確報集計』「結果の概要」図 1-2 

 
図１０ 世帯の土地所有面積の時系列推移（平成 25・30 年） 

 

出典：『平成 30 年世帯土地統計確報集計』「結果の概要」図１－３b 

（単位）千世帯

平成５年 平成10年 平成15年 平成20年 平成25年 平成30年

世帯総数 １）  40 530  43 928  46 908  50 132  52 297  53 788

土地所有世帯数

 所有土地全体  23 260  23 881  25 149  25 598  27 289  27 264

現住居の敷地  21 816  22 867  24 047  24 595  26 125  26 031

現住居の敷地以外の土地  9 493  8 128  8 551  8 001  9 013  8 249

　現住居の敷地以外の宅地など  5 121  3 932  4 966  4 780  6 200  5 886

　農地  5 276  4 796  4 585  4 262  4 543  3 834

　山林  2 987  2 816  2 723  2 458  2 725  2 250

現住居の敷地と現住居の敷地以外
の土地の両方を所有

 8 049  7 114  7 449  6 998  7 849  7 017

 １） 土地の所有の有無不詳を含む。
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一方、総務省「固定資産の価格等の概要調書」では、「宅地など」や「山林」では面積が増加

傾向にあり、平成 30 年で所有面積が減少傾向にある世帯土地統計とは齟齬がある。 

また、平成 25 年と平成 30 年で調査票が変更されており、居住世帯のない住宅に関する質問

が「現住居以外の土地」に関する設問の前に追加されたことで（表４）、土地と住宅をセットで

所有する世帯が、その宅地分について記入しなかった可能性が考えられ、これが「現住居以外の

土地」に関する未記入の増加に繋がり、結果的に過小推計となっている可能性があるため、次回

令和５年の調査票の見直しの１つの課題として取り上げる必要があると考える。 

法人土地・建物基本調査では、事前に大土地所有法人を特定して、土地所有規模で層化してい

るが、現行の住宅・土地統計調査では土地所有規模では層化は困難であるため、現住居の敷地以

外の農地、山林のような出現率の低い調査対象は捕捉されにくく、面積を精緻に捕捉することは

難しいため、過小推計となっていることが考えられる。この点については、平成 25 年と平成 30

年で標本配置が変更されたことによる影響も考えられ、今後、その要因分析を進める必要はある

が、令和５年調査にむけて、更なる標本設計の見直しが現在、総務省で検討されている状況を踏

まえると、土地基本調査として、まずは調査票様式の改善について提言したいと考えている。 
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表４ 調査票乙における調査事項の違い 
平成 25 年調査 平成 30 年調査 

【第５面】 

Ⅴ 現住居以外の住宅・土地の所有について 

26 現住居以外の住宅（の所有、所有戸数、

床面積の合計） 

27 現住居以外の土地（の所有、土地の種類（宅

地、農地・山林）別所有総数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第６面】 

Ⅵ 現住居の敷地以外に所有する宅地など 

 ※面積の大きい区画から順に３区画まで記入 

28 土地の所在地 

29 土地の所有形態 

30 土地の面積 

31 土地の取得方法 

32 土地の取得時期 

33 土地の利用現況 

34 土地の主たる使用者 

【第７面】 

Ⅶ 現住居の敷地以外に所有する農地・山林 

 ※市区町村ごとにまとめて、所有面積の大きい順に２市

区町村まで記入 

39 農地・山林の所在地 

40 面積の合計（農地の合計、山林の合計） 

 

【第５面】 

Ⅴ 現住居以外の住宅の所有について 

25 現住居以外の住宅（の所有、居住世帯のある住

宅の所有戸数、居住世帯のない住宅の所有戸数） 

Ⅵ 居住世帯のない住宅（空き家）「その他」の所有状

況 ※３住宅目まで記入 

26 住宅の所在地 

27 建て方 

28 取得方法 

29 建築の時期 

30 居住世帯のない期間 

【第６面】 

Ⅶ 現住居以外の土地の所有について 

31 現住居以外の土地（の所有及び土地の種類（宅地、

農地、山林）別所有総数） 

Ⅷ 現住居の敷地以外に所有する宅地など 

 ※面積の大きい区画から順に３区画まで記入 

32 土地の所在地 

33 土地の所有形態 

34 土地の面積 

35 土地の取得方法 

36 土地の取得時期 

37 土地の利用現況 

38 土地の主たる使用者 

【第８面】 

Ⅸ 現住居の敷地以外に所有する農地 

 ※市区町村ごとにまとめて、所有面積の大きい順に２市区町

村まで記入 

39 農地の所在地 

40 面積の合計 

Ⅹ 現住居の敷地以外に所有する山林 

 ※市区町村ごとにまとめて、所有面積の大きい順に２市区町

村まで記入 

41 山林の所在地 

42 面積の合計 

 

追加された 
調査事項 
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令和５年住宅・土地統計調査 調査票様式の改善例 
 
【 平成 30 年調査 乙票 】 
① 平成 30 年法人土地・建物基本調査と同様に、現住居以外の家屋と土地の「所有の有無」に関

する質問を設定し、その後ろに、それぞれ詳細な質問につなげていく配置としてはどうか。 

 
 

② 全体的に茶系の同系色でまとめられているが、「現住居以外の土地の所有について」の部分だ

け、別の色味（青系、赤系など）にする、背景色を変えるなど調査項目の違いを視認できる配

色にする表現としてはどうか。 

 

 
③ 「Ⅴ 現住居以外の住宅の所有について」の質問内に、現住居以外の土地の所有に関する質問

があることを注記する。また、「住宅」という用語には、土地と家屋がセットで用いられるこ

とがあるため、土地と区別するため、「住宅」から「家屋（住居）」という表現にしてはどうか。 

   

 
現住居以外の土地の所有に関する質問Ⅵがあ

ることの注記を入れる 



 資料２  

1 

土地保有・動態調査の実施状況 

 
１．土地保有・動態調査 

土地保有・動態調査は、全国の過去１年間に行われた土地取引の売主・買主の諸属性

等の実態及び我が国の法人における土地の所有状況等の実態を調査することにより、

土地政策のための基礎資料を得ることを目的として、令和元年度より土地動態調査、土

地保有移動調査を統合して実施。 
  

５年に一度実施する法人土地・建物基本調査で地域別の土地所有状況（ストック）を調査し、毎年実施する土地保有・動態調査で 

地域別の土地の取得・売却状況（フロー）を調査することで、法人が所有する土地を構造的に把握することができる。 

〔 土地保有・動態調査と法人土地・建物基本調査の関係図 〕 

 
２．2019 年土地保有・動態調査（2018 年取引分）の実施結果 

令和２年３月 31 日に公表。2019 年調査結果報告書の構成は下記のとおり。 

１．2018年の土地売買の概況  

 ○取引主体別、取引形態別、地目別、

圏域別の土地売買の概況 

⇒ 従前の「土地保有移動調査」の分析項目 

所有権移転登記情報の分析、2008年取引～の年次比較を実施 

２．個人の土地売買状況  

 ○年齢階級別、職業別、年収階級別 

にみた土地売買状況 

○個人の土地売買理由、個人の売買 

した土地の地目の状況 

⇒ 従前の「土地保有移動調査」の調査項目 

個人の調査対象の意向を調査 

2018年取引について、取引件数、取引面積、取引件数を報告 

３．法人の土地売買状況  

 ○法人の土地売買概況 

○業種別、資本金階級別にみた土地

売買状況 

○法人の土地売買理由、法人の売買 

した土地の地目の状況 

⇒ 従前の「土地保有移動調査」の調査項目と一部「土地動態調査」

の調査項目（資本金１億円以上の会社法人） 

法人の調査対象の意向を調査 

2018年取引について、取引件数、取引面積、取引件数を報告 

４．法人の土地所有状況  

 ○法人の土地所有概要 

○業種別、資本金階級別にみた土地

所有状況 

⇒ 従前の「土地動態調査」の調査項目 

土地動態調査は資本金1億円以上の会社法人及び相互会社約

32,000法人に復元推計、土地保有・動態調査では法人全体（法人

土地母集団）約200万法人に復元推計 

（参考）土地保有・動態調査と法人土地・建物基本調査の関係 

： 法人土地・建物基本調査（ストック）
： 土地保有・動態調査（フロー）

+
X2フロー

X3フロー
X4フロー

X5フロー

X1 X2 X3 X4 X5 X6

X1ストック
（X1.1.1現在）

X1ストック
（X1.1.1現在）

X1フロー

X3フロー

X6ストック推計
（X6.1.1現在）

X1フロー

X2フロー
X3フロー
X4フロー
X5フロー

X3フロー
X4フロー

X2フロー

X6フロー

X1フロー X1フロー

X2フロー

X1フロー X1フロー

X2フロー



 資料２  

2 

 

   

法人の土地の所有状況を、2019 年１月１日時点の法人土地・建物基本調査の母集団へ復

元推計を試行し公表した。法人全体の集計は、2019 年土地保有・動態の調査対象法人の個

票データに加えて、H30 年法人土地・建物基本調査より、一部法人分※の土地所有に関する

データを取り込み算出している。 

※土地売買を行っていない法人のうち、H30 年法人土地・建物基本調査で土地所有状況を把握している法人 

（資本金５億円以上の会社法人を除く法人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．2020 年土地保有・動態調査（2019 年取引分）の実施状況 

  令和２年 7 月 27 日（月）に調査票を発送し、９月以降、郵送及び電話による督促を行

い現在、疑義照会を実施中。なお、令和２年 11 月 17 日（火）時点の回収状況は以下の

とおり。 

 

（回収状況） 

区分 
2020 年 

送付数 

2020 年 

不到達等数 

2020 年回収数 

（オンライン） 

（参考） 

2019 年回収数 

（オンライン） 

個人 
買主 6,000 291   2,807(450) 2,729（376) 

売主 6,000 200 3,525(273) 3,354（207) 

法人 買主、売主 38,219 798 20,502（4,133)  20,816（3,620) 

合計 50,219 1,289 26,834（4,856) 26,899（4,203) 

 

（今後のスケジュール） 

     令和２年 12 月  疑義照会終了 

     令和３年 １～３月  集計、報告書作成 

令和３年 ３月  報告書とりまとめ公表予定 

 区 分 
法 人 数 面 積 

法人 ％ 万㎡ ％ 

総 数 1,946,033 100.0 2,620,973 100.0 

  土地を所有している 647,600 33.3 － － 

   事業用資産 509,289 26.2 1,731,450 78.6 

   棚卸資産 86,662 4.5 219,381 13.4 

（参考）2019 年土地保有・動態調査（４ 法人の土地所有状況） 



第３回研究会
（平成30年2月21日）

今後の検討課題

登記情報（所有権移転登記情報）や民
間統計の活用に向けて検討

土地基本調査の作成
方法の充実に向けた
検討

（第３回研究会以降に
ご議論とした課題を
含む）

「今後の保有等予定」
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討

法人の属性を踏まえ
た集計の充実の検討
（法人が外資系か否
かでの区分による集
計）
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データ作成の取組の
方向性に関する検討

行政記録情報（固定資産課税台帳）の
活用の困難性について

中間年における
取得・売却状況（フロー）調査の検討

報告者負担の軽減に向けた更なる検討

第Ⅱ期基本計画

統計委員会諮問第46号の答申

（平成24年12月21日）

⑦登記情報などの行政記録情報
の活用に向けた検討

第３回研究会以降にご議論とした課題

土地及び建物の利用状況
の選択肢の分割や新設の検討

パネルデータの作成

平成25年調査において「企業の土地取
得状況等に関する調査（現土地動態調

査）と本調査を統合し重複感を解消

（平成26年3月25日）

課　　題

土地所有状況（ストック）と取得・売却状
況（フロー）の構造的把握を検討

我が国の土地の所有及び利用
状況の全体の捉え方の検証

「統計改革の基本方針」への対応状況

（平成28年12月21日 経済財政諮問会議）

「
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平成28年予備調査及び平成28年土地
動態調査で法人番号の記入欄を導入

統計委員会諮問第46号の答申

「'部会長メモ」

「今後の課題」

第３回研究会以降でご議論

第３回研究会以降でご議論
⑥我が国の土地所有・利用状況
に係る全体の捉え方の検証

○経済センサスで
把握されるような経
済活動と土地所有・
利用との関係整理
○我が国（全体）と
しての補足率の向
上（加工統計として
の土地ストック・フ
ロー統計の作成

⑦登記情報などの行政記録情報
の活用に向けた検討

○年次情報の整備
○情報シーズも踏
まえた調査の効率
性の向上平成28年予備調査において国と都道府
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題

④土地基本調査結果を母集団と
した調査活用の方向性検討

○25年調査の推定
方法の見直しに伴
う検証、30年調査
の推定方法の検討

第５回研究会（前回）
（令和元年8月2日）

今後の検討課題

①

第１回研究会（平成29年１月13日）

○事業所母集団DＢとの連携を進
め、土地基本調査の名簿とともに
精度の向上を図ることが必要。
○平成30年調査の母集団につい
ては、事業所母集団ＤＢを最大限
活かしつつ従前の手法と併用。

ご議論・方向性等

○パネルデータについて、悉皆層
と標本部分があることの丁寧な説
明が必要。また、完全なパネルと
ならなくても法人番号による整備
は引き続き必要
○不動産登記情報の活用を引き
続き検討（中長期課題）

○法人番号を用い
たＩＤ管理を行うこと
で一定程度の効率
化に期待

○当面は現状の調
査設計を維持
○法人番号と行政
記録情報の活用に
よる精度向上を図
る

整理方針

①母集団名簿の拡充及び母集団
名簿整備の効率化・高度化

②土地所有状況（ストック）と取
得・売却状況（フロー）の構造的
把握及び取得・売却状況（フ
ロー）調査の位置付けの検討

短
期
的
な
課
題

○「空き地等の新たな活用に関す
る検討会」の結果も踏まえ、政策
上要請される基礎資料作成に寄
与できるように適宜対応する

第２回研究会（平成29年6月14日）

①

②

③

④

③世帯土地統計の精度向上に向
けた検討

⑤公表の早期化等の検討
○国と地方の効率
的統計実施体制に
向けた見直し

○平成28年予備調査から国と地
方の役割分担を変更し、調査を
効率的に実施

第３回研究会以降でご議論

「

諮
問
1
0
7
号
の
答
申

」
・
「

第
Ⅲ
期
基
本
計
画

」
及
び
「

第
３
回
研
究
会
以
降
に
ご
議
論
と
し
た
課
題

」
を
再
整
理

（平成29年12月19日）

土地基本調査の作成方法の充実

不動産登記情報の活用可能性を含め、
調査の効率的な実施に向けた検討

③世帯土地統計の精度向上
に向けた検討

「今後の課題」

統計委員会諮問第107号の答申

⑥我が国の土地所有・利用状況
に係る全体の捉え方の検証

（平成29年12月19日）

「今後の保有等予定」
の選択肢の設定の検討

第Ⅲ期基本計画（統計委員会答申）

法人の属性を踏まえた集計の充実の検
討（法人が外資系か否かでの区分によ

る集計）

土地単位でのパネルデータ作成の取組
の方向性に関する検討

今後の検討課題

①

中間年に実施してい
る「土地保有移動調
査」と「土地動態調
査」を一本化すること
で、土地基本調査の
作成方法の充実及び
効率化を図る

調
査
の
状
況

○好調な回収状況
○宛先不明法人及び
対象外法人の減少

次
回
調
査
の
企
画
時
期
ま
で
に
結
論

②

③

④

資料３－１

土 地 基 本 調 査 の 検 討 課 題 へ の 対 応 状 況

時　　系　　列

次回調査の企画時期
までに結論

③

④

調
査
の
状
況

確報集計の結果のご
報告

土地単位でのパネル
データ作成の取組に
ついてのご報告

第６回研究会（今回）
（令和２年11月26日）

ご議論・方向性等

①

○「土地保有・動態調
査」との連携について

○都道府県からの要
望整理のご報告

②
確報集計での最終の
記入率等のご報告

調
査
の
状
況

速報集計の結果
（集計中）

○「土地保有・動態調
査」（平成31年３月29
日承認）の開始

○都道府県からの要
望整理

③

④

次
回
調
査
の
企
画
時
期
ま
で
に
結
論

②
令和元年６月末時点
の記入率等のご報告

第４回研究会
（平成30年10月31日）
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土地基本調査の検討課題 

平成 30 年調査に関する統計委員会答申で指摘された課題及び「公的統計の整備に関する

基本的な計画」（第Ⅲ期）において今後の課題とされた事項について検討を行った。 

 

平成 30 年調査を通じた検討結果 令和５年調査に向けた課題 

１．土地単位でのパネルデータ作成の取組の方向性に関する検討（資料３－１④） 

 法人が所有している土地の平成25-30年間における土地

単位でのパネルデータ化については、本調査が標本調査

であることから、しっ皆層において、両時点間で継続対

象法人が継続して所有している土地に限られ、このうち

利用現況等の変化があったものは 11％と少ない。 

 本調査で把握した宅地など（土地区画）と民間地番地図

データとの接続可能性は、３種類の方法で試行した結果

８割程度（総務省実施調査研究）。 

 土地の所有・利用の変遷を、土

地単位でパネルデータ化する

ためには、土地単位での標本

設計への切り替えが必要。 

 

 土地単位の母集団情報には、

不動産登記情報の活用が求め

られる。 

２．土地基本調査の作成方法の充実に向けた検討（資料３－１①） 

 売買（フロー情報）については、土地保有・動態調査を

新設し、「所有権登記情報」を活用し、土地を母集団とし

た設計に変更。 

 所有（ストック情報）については、現行の土地基本調査

において、所有者を客体とする設計に起因する把握漏れ

が発生している可能性。 

 調査実施体制については、これまでの実施経験の蓄積に

より都道府県が担当する調査の実査事務について国土

交通省において実施可能か検討。 

 対応済み。 

 

 

 法人土地・建物基本調査にお

いて、農地台帳や林地台帳の

活用の可能性を検討。 

 調査の実査事務については、

国交省での一括実施の方向で

関係省庁と調整。 

名簿整備・広報等の事務は引

き続き、委託事務として存続

する方向で検討を実施。 

３．「今後の保有等予定」の選択肢の設定の検討（資料３－１②） 

 新規項目の記入率は、疑義照会により、他の新規項目と

同等の８割を確保 

 引き続き、記入率向上に向け

た検討を実施。 

４．法人の属性を踏まえた集計の充実の検討（外資系集計）（資料３－１③） 

 次回調査企画時期までに結論  次回調査企画時期までに結論 
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１．土地単位でのパネルデータ作成の取組の方向性に関する検討 

（統計委員会答申） 

土地単位でのパネルデータの作成について、今回調査の結果も活用し、その技術的課 

題を明確化した上で、追加的に必要とされる行政記録情報等の収集方法も含めて検討し、 

次回調査（平成 35 年（2023 年）予定）の企画時期までに、取組の方向性に関する一定の 

結論を得ること。 

 

１－１ 平成 30 年調査等を通じた検討結果 

（１）土地単位のパネルデータ整備に関する検討 

１）土地を同定するための位置情報 

法人・世帯調査ともに、共通して「宅地など」「農地」「林地（山林）」を把握している。 

調査単位について、法人が所有する「宅地など」、世帯が所有する「現住居の敷地」は、

区画単位で調査しており、調査回ごとの調査結果を区画単位で接続できる可能性が高い。

ただし、法人の「宅地など」は地番で、世帯の「現住居の敷地」は調査単位区図で同定す

る必要があり、実務面での接続手順は検討が必要である。 

また、「農地」「林地（山林）」は、市区町村等単位での合計面積等のみの把握となってお

り、土地区画ごとの取引や利用状況の変化を把握することはできない。 

 

図表１－１ 土地に関する調査単位、位置情報を同定する位置情報 

所有者・土地の種類 調査の単位 土地を同定する位置情報 

法人 

宅地など 

 

区画 

 

地番※ 

農地・林地 市区町村 市区町村コード 

特殊な用途の土地 都道府県 都道府県コード 

世帯 

現住居の敷地 

 

住戸（区画） 

 

調査単位区図 

現住居の敷地以外の宅地

など 

区画（３区画まで） 市区町村コード 

農地・山林 市区町村（２市区町村ま

で） 

市区町村コード 

国有 市区町村、一部は口座（区

画） 

市区町村コード、一部は

地番 

地方公共団体所有 都道府県・市区町村 都道府県・市区町村コー

ド 
※平成 20 年調査までは丁目・大字までを調査。平成 25 年調査において地番までの把握に変更。 

この変更に伴い、土地区画ではなく筆単位で回答する法人が発生。審査段階で土地区画単位に 
まとめる作業を行ったが、必ずしも平成 20 年調査の記入単位とは一致していない。 
なお、本調査では、前回から継続して調査する法人（標本層を含む。分割合併等があったものを除く。） 
については、前回調査結果をプレプリントしているが、平成 30 年調査では 
平成 25 年調査で記入のあった土地番号を引き継ぐこととし、接続可能性を高めた。 
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２）調査客体別の土地接続可能性 

土地基本調査は、法人調査・世帯調査ともに、調査対象となった法人・世帯が所有する

土地は基本的には全数を調査しているが※、調査対象法人・世帯に関する調査の設計につい

ては、標本調査（属人調査）となっている。ただし、資本金規模・所有規模が大きい一部

の法人はしっ皆層として調査している。 

そのため、法人（しっ皆層）における継続所有土地や法人（しっ皆層）間の土地取引を

除き、調査回ごとの調査結果を接続できる可能性は低い（図表１－２）。 

※世帯が所有する現住居の敷地以外の土地は全数ではない。 

 

図表１－２ 調査結果の接続の可能性 

 
 

３）売買による所有権移転登記（土地保有移動調査母集団）からみた土地取引の概況 

土地基本調査の中間年調査として実施していた土地保有移動調査（現：土地保有・動態

調査）では、売買による所有権移転登記のあった土地を対象として、前後の所有者（法人、

個人、国・地方公共団体）、利用状況等（法人・個人のみ）を調査・分析している。 

ここで、平成 25 年～29 年までの取引状況をもとに土地基本調査による売買土地に関す

る土地単位のパネルデータの接続可能性について分析を行った。 

平成 25～29 年の売買による土地取引延べ件数、面積は、6,929 千件、7,709 ㎢であり、

うち法人間における宅地の土地取引は、343 千件、283 ㎢であった（図表１－３）。 

 

表１－３ 土地の売買による所有権の移転登記（平成 25～29 年分） 

 

H30年所有 世帯（標本）

H25所有 しっ皆層 抽出層 抽出層

しっ皆層 ◎ △ △ ○
抽出層 △ △ △ △

世帯
（標本）

抽出層 △ △ △ △

○ △ △ △

○：国有の一部はしっ皆調査で地番まで把握しており、一部接続可能性は高い
△：接続可能性は低い

法人（標本） 国・地方
公共団体

法人
（標本）

国・地方公共団体

◎：同法人の継続所有、しっ皆法人同士の取引では、接続可能性は高い

（単位）件数：千件、面積：㎢

件数 面積 件数 面積 件数 面積 件数 面積

6,929 7,709 1,841 4,250 4,498 2,987 59 472

うち、宅地 4,842 1,164 1,273 564 3,403 550 17 51

2,502 3,023 447 1,996 2,020 936 35 91

うち、宅地 2,007 541 343 283 1,648 247 15 11

4,279 4,467 1,357 2,130 2,385 2,022 54 315

うち、宅地 2,740 546 908 227 1,689 290 14 29

148 219 36 124 93 29 19 65

うち、宅地 94 77 22 54 66 94 7 11

買主区分

平成25年～29年の取引の延べ件数、延べ面積
出典：土地保有移動調査事前分析表より作成

合計 法人 個人 国・団体

合計

法人

個人

国・団体

売主区分
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（２）土地単位のパネルデータ整備の試行 

平成 25 年及び平成 30 年法人土地・建物基本調査において継続して調査対象となった法

人が所有する「宅地など」について、今回の平成 30 年調査結果と前回の平成 25 年調査結

果との土地区画単位のパネルデータ作成を試行した（図表１－４）。 

 

〈継続対象法人の継続所有土地〉 

平成 30 年調査において記入された土地 978 千件のうち、H25-30 年継続対象法人による

回答が 523 千件であった（図表１－４ ①）。このうち、「H25-30 年で継続記入の土地」が

433千件、3,314㎢であった（図表１－４ ①-a）。これは、法人所有土地の推定総面積26,203

㎢の 13％、世帯所有土地なども含めた国土総面積 378,000 ㎢の 0.9%である。 

また、H25-30 年で継続記入の土地 433 千件のうち、利用現況等の変化があった土地は、

49 千件（11％）で、継続記入の土地のおよそ９割は所有・利用に変化がないものであった。 

 

〈継続対象法人の移動が確認された土地〉 

H25-30 年継続対象法人が平成 30 年調査において記入した所有土地のうち、移動が確認

された土地をみると、「H30 年調査で新たに記入があった土地」は 89 千件、447 ㎢であった

（図表１－４ ①-b）。他方、「H30 年調査で記入が抹消された土地」は 113 千件、730 ㎢で

あった（図表１－４ ①-c）。これは、前述の平成 25～29 年の売買による土地取引延べ件数

6,929 千件のおよそ３％、面積 7,709 ㎢のおよそ 15％程度であった。 

これらの土地については、取得時期などを調査しているものの、購入相手や売却相手は

把握できないこと、接続に用いることができる情報は、土地の所在地情報のみであること

から、しっ皆層間の取引であっても所有状況の継続把握は難しく、パネルデータ化は困難

となっている。 

 

図表１－４ 平成 30 年法人土地・建物基本調査による土地単位パネルデータ試作結果 

  

〈継続対象ではない法人の所有土地〉 

H25 年非対象・H30 年対象法人（図表１－４ ②）と H25 年対象・H30 年非対象法人（図表

１－４ ③）については、前後の所有関係についてが把握出来ないためパネルデータ化は困

難となっている。 

  

H30年調査 総数 1,960 388 978 2,507 5,266 7,796
①H25-30年継続対象法人 170 91 523 784 3,761 4,539
a.H25-30年で継続記入の土地 - - 433 654 3,314 4,018
うち利用現況等変化あり - - 49 93 335 460
b.H30年で新たに記入があった土地 - - 89 130 447 521
c.H30年で記入が抹消された土地 - - 113 176 730 907
②H25年非対象・H30年対象法人 1,790 297 455 1,724 1,505 3,257
③H25年対象・H30年非対象法人 1,612 173 249 1,217 1,102 2,682

法人数（千法人） 件数（千件） 面積（㎢）

宅地など
（推定）

母集団 回答
宅地など
（標本）

宅地など
（推定）

宅地など
（標本）
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１－２ 総務省統計委員会担当室での取組（参考） 

（１）概要 

  平成 30 年度と令和元年度の２カ年で「不動産パネルデータベースの構築及びデータ分 

析に関する調査研究」として、民間企業が整備している各種不動産データ及び関連する 

データを公的統計や行政情報と組み合わせることによって、公的不動産パネルデータの 

構築・活用の意義、今後の課題を明らかにすることを目的として、総務省統計委員会担 

当室で調査研究を実施した。 

1 調査研究の概要 

1.1 本調査研究の背景と目的 

(1) 本調査研究の背景 

（略）  従来の公的統計（例えば、国土交通省「法人土地・建物基本調査」や総務省「住宅・土

地統計調査」）は、企業や世帯を対象とした標本調査であることから、複数調査年次分の調査票情報を

活用しても、同一企業・世帯のパネルデータのみしか構築できないため、同一の住所・地番に着目し

て「土地あるいは建物」の利用状況の時系列変化を捕捉することは困難である。また、既存の公的統

計は、標本調査であるため、特定地域に限定しても、土地・建物をしっ皆的に取り込んだデータベー

スを構築することは不可能である。  （略） 

「不動産パネルデータベースの構築及びデータ分析に関する調査研究」報告書（平成 31 年３月）より抜粋 

 

（２）結果 

  本調査研究では、「法人土地・建物基本調査」については、標本調査であることから法

人が所有するすべての土地をパネルデータ化することは困難であるとの前提のうえで、

平成 25 年調査の調査票情報を利用して、東京都の一部市区について、平成 30 年度事業

では「NTT GEOSPACE 地番地図」と、令和元年度事業では「東京都都市計画地図情報シス

テムデータ」とのデータのマッチング、法人所有の土地・建物の空間的・地理的分布の

可視化・分析の可能性の検討を行っている。 

土地については、「NTT GEOSPACE 地番地図」とのマッチングを下記の順に実施した。 

 

① 地番情報によるレコードマッチングによる１次マッチング 

② 住居表示によるレコードマッチング及び多角形の重ね合わせによる図形マッチング 

③ ジオコーディング（緯度経度情報へ変換）と包含関係による図形マッチング 

 

上記、１～３次までのマッチングは、平均 85％との結果となった。 

 

「不動産パネルデータベースの構築及びデータ分析に関する調査研究」報告書（平成 31 年３月）より抜粋 
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１－３ 令和５年調査に向けた課題 

（１）不動産登記情報を用いた調査設計の検討 

土地単位でのパネルデータの作成にあたっては、土地の母集団情報となりうる不動産登

記情報を活用することが望まれる。不動産登記情報を用いて土地を対象（属地調査）とし

た標本調査とする場合、現行の土地保有・動態調査（フローを調査）と類似の設計となる

ため、土地基本調査が担ってきた土地の所有（ストック）に関する調査と取引（フロー）

の調査体系の見直しの検討も必要と考えられる。これらは、後述２で再考する。 

 

（２）現状の調査設計を前提とした改善案の検討 

上記（１）の見直しは、中長期的視点で取り組む必要があるが、現行の調査設計を前提

とした改善としては以下のようなものが考えられる。 

 調査対象の抽出方法の見直し（法人の所有・売買規模を考慮） 

 土地を同定する位置情報の正確な記入の促進（記入要領改善） 
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２．土地基本調査の作成方法の充実に向けた検討 

（公的統計基本計画） 

具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期 

５年ごとに実施する法人土地・建物基本調査とそ

の中間年に実施する土地動態調査について、不動産

登記情報の公開の在り方などの検討動向を注視し

つつ、不動産登記情報の活用の可能性や、フローと

ストックの情報を地域別に把握することも含め、法

人における土地の所有・利用構造を、より的確に把

握する調査を効率的に実施する方向で検討を促進

する。 

国土交通省 平 成 35 年

(2023年)法人

土地・建物基

本調査の企画

時期までに結

論を得る。 

我が国の土地所有及び利用状況の全体像を把握

するため、土地基本調査の作成方法の充実に向け、

関係府省とも連携し、解決すべき課題を整理・検討

する。 

国土交通省 平成 30 年度

(2018年度)か

ら実施する。 

 

（地方分権改革） 

【平成 30 年の地方からの提案等に関する対応方針（平成 30 年 12 月 25 日閣議決定）】 

 法人土地・建物基本調査に係る都道府県知事が行う事務については、基幹統計調査と

して求められる統計技術的な合理性及び妥当性にも留意しつつ、都道府県の負担を軽減

する方向で、当該事務の在り方について検討し、2020 年度中に結論を得る。その結果に

基づいて必要な措置を講ずる。 

 

 

２－１ 検討結果 

（１）我が国の土地所有状況等の全体像の把握 

当課で実施している「土地基本調査」では世帯・法人の土地所有状況等を調査し、「土地

所有利用概況調査（業務統計）」では国公有の土地も含め所有状況等を整理している。 

我が国の土地所有状況等の全体像の把握に向けて、土地基本調査においては、これまで

法人について、名簿の拡充を図ってきている一方で、調査における無回答の発生、土地所

有の認識漏れの発生などにより、法人を母集団とする調査では補足が困難な土地が存在し

ており、前述の「１ 土地パネルデータ整備」同様に、土地の母集団情報となりうる不動産

登記情報を活用し、土地を対象（属地調査）とした標本調査とすることで把握状況の改善

が期待できる。 

また、現状の調査設計を前提とする場合は、関係府省が整備している他の行政記録情報

等の活用により、一部情報を補完していくことが考えられる。 

（例：固定資産の価格等の概要調書（総務省、固定資産課税台帳をもとにした業務統計） 

森林資源現況調査（林野庁）、作物統計調査（農林水産省）        など） 
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（２）不動産登記情報等の活用の可能性の検討 

公的統計基本計画でも指摘があったとおり、現在、不動産登記情報の公開の在り方が検

討されているところであるが、規制改革推進会議では、公開の在り方とともに、固定資産

課税台帳、農地台帳、林地台帳などとあわせ、行政の業務において必要な情報について共

有台帳に記録し、関係組織で共有し、業務を効率化すべきとの指摘1や、不動産 ID の整備

に関する議論2などがなされている。 

不動産登記情報には、過去に活用を検討して実現しなかった固定資産課税台帳とは異な

り、個別法で規定された守秘義務はない。しかし、すでに土地保有・動態調査で利用して

いるフロー情報（所有権移転登記情報）について、その実現までに一定の期間を要したこ

とから、新たにストック情報について利用できるようになるまでにも一定の期間を要する

ものと考えられる。 

本調査においては、不動産登記情報の活用に先行し、農地、林地について、農地台帳、

林地台帳の利用可能性を検討することが考えられ、前述「（１）我が国の土地所有状況等の

全体像の把握」状況の精度向上が期待される。 

 

図表２－１ 土地に関する行政記録情報 

 概要 収録情報 

不動産登

記 

 不動産に関する取引の安全と円滑に資するため不動産

の表示及び不動産に関する権利を一定の公簿に公示す

るもの。土地の位置・区画を明確にするため、登記所に

地図も備え付けられている。 

 所在地、地目、（登記）

面積、所有者名・住所

等、信託の設定等 

固定資産

課税台帳 

※ 

 市町村が、地方税法第 380 条第 1 項の規定により、固定

資産の状況及び固定資産税の課税標準である固定資産

の評価を明らかにするため整備。 

 所在地、地目、面積、

所有者名・住所等 

農地台帳  農業委員会が、農地の利用関係の調整などの所掌事務を

的確に行うため作成。 

 権利者情報などを秘匿したものは「全国農地ナビ」とし

てオープン化。 

 所在地、地目、面積、

所有者名、耕作者名等 

林地台帳  市町村が、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情

報などを整備・公表することを目的に作成。 

 都道府県が地域森林計画作成の基礎資料としてまとめ

る「森林簿」でも、従前より類似の情報が整備。 

 所在地、地目、面積、

所有者名・住所、経営

の委託を受けた者の

名称・住所等 

※ 固定資産課税台帳については、公的統計基本計画（第Ⅰ期計画）でも指摘され、平成 25年調査の企

画立案時に検討したが、時間と経費を要するなど非効率であるために実現困難と結論。地方税法第 22

条で規定された守秘義務が存在し、閲覧に当たって納税義務者の委任状が必要であること（報告者へ

の委任状の作成依頼、市町村への手続、閲覧・転記の作業等が発生）、報告者が台帳の閲覧を許諾しな

い場合、報告者が筆頭所有者でない場合などは、台帳の活用ができないことなどが指摘された。 

 

  

                         
1 平成 28/29 年度の第 14 回投資等ワーキンググループ（平成 29 年４月 20 日）。 
2 令和元/2 年度の第９回成長戦略ワーキンググループ（令和２年４月 23 日）。 
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（３）法人土地・建物基本調査と土地動態調査のありかた 

土地基本調査は、法人・世帯を母集団とする現行の設計では、前述「１ 土地パネルデー

タ整備」や「２－１（１） 我が国の土地所有状況等の全体像の把握」において、実現可能

性が低いと考えられる。前述「２－１（２）不動産登記情報等の活用の可能性の検討」の

とおり、不動産登記情報等を土地に関する母集団情報に利用することができれば、フロー

とストックの情報の地域別把握など、法人における土地の所有・利用構造を、より的確に

把握する調査を効率的に実施する方向で検討可能となると考えられる。 

 

 土地の売買（フロー情報）については、すでに「所有権移転登記情報」を利用してお

り、土地を母集団とした設計に変更し、売却理由、購入目的など同情報で把握できな

い事項のみの調査に効率化し、令和元年度から実施。 

 土地の所有（ストック情報）については、「不動産登記情報」を活用し土地を母集団

とした調査設計に変更できれば、ある時間断面で一旦所有（ストック）情報を把握し、

その後は、「所有権移転登記情報」を用いて更新し、所有（ストック）調査は、利用

現況の変化など、行政記録で把握できない事項に限定することができると考えられ

る。また、現在５年周期となっている「土地基本調査（ストック情報）」を「土地保

有・動態調査（フロー情報）」と一体化した調査とすることも考えられる。 

 「不動産登記情報」が活用できない現行の調査設計（法人を母集団）とした場合も、

過去調査での情報ストックや、その他行政記録（農地台帳・林地台帳）の活用により

所有者や所有面積を把握できれば、これを有効活用した標本設計／母集団推定によ

り、標本を小さくしても現行の土地基本調査（ストック情報）と同等の精度の確保が

期待される。 

 

（４）法人土地・建物基本調査の実施体制の検証 

法人土地・建物基本調査では、従来、調査事務を都道府県と分担してきたところである

が、これまでの実査経験の蓄積により、現行都道府県の分担となっている事務についても、

国土交通省において実施可能と考えている。 

 

図表２－２ 平成 30 年法人土地・建物基本調査における都道府県担当事務の検証結果 

都道府県担当 検証結果 

督促  国土交通省担当の回収率は 77.5％（対象 350 千法人）、都道府県担当の回収率

は 87.0%（143 千法人。すべて会社以外法人）。国土交通省担当法人を組織形態

別にわけると、会社法人は 77.4％（345 千法人）、会社以外の法人は 88.4％（5

千法人）と、会社以外法人同士で比較すると回収率に大きな差はない。 

アフターコーデ

ィング 

 従来、法人が所有する土地所在地情報を電子化する際、コスト面から、目視で

アフターコーディングを実施し、コードをパンチ入力。 

 継続対象法人についてはプレプリントを実施し、変更箇所のみをパンチ入力

するとともに、パンチ入力時に予測変換機能を採用することで、文字情報を直

接パンチ入力することに目途。 
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２－２ 令和５年調査に向けた課題 

（１）法人土地・建物基本調査における農地台帳・林地台帳の利用可能性の検討 

前述「２－１（３） 法人土地・建物基本調査と土地動態調査のありかた」をふまえ、各

自治体における農地台帳・林地台帳の収録情報や情報提供の可能性などを整理するととも

に、両台帳を用いて農地・林地に関する調査を代替するのか、プレプリントしたうえで調

査客体（法人）が確認、補記修正する調査票設計とするのかなどの次回調査の予備調査設

計に向け活用可能性について検討する。 

 

（２）法人土地・建物基本調査実施体制の変更 

平成 30 年調査では都道府県が分担した督促・アフターコーディングも含め、調査の実施

は国土交通省が一括で実施する方向で関係省庁と検討を行う。なお、調査精度を一定程度

担保するため、名簿整備に係る事務等については引き続き都道府県の協力をいただきなが

ら実施する方向で検討を行う。 
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３．「今後の保有等予定」の選択肢の設定の検討 

（統計委員会指摘） 

本調査の調査事項のうち、土地に係る「今後の保有等予定」については、今回の調査 

結果及び関連項目である「転換予定」の調査結果並びにこれらの事項を用いた分析状況 

を踏まえ、５年で区切る必要性や、売却について検討していない場合の対応等、選択肢 

の適切な設定について、次回調査（平成 35 年（2023 年）予定）の企画時期までに検討

し、結論を得ること。 

３－１ 検証結果 

（１）記入状況 

平成 30 年調査で新たに追加した調査項目に関する記入率は７～８割であった。このう

ち、「転換予定」の記入率については、速報時での約５割から疑義照会によって約８割ま

で上げることができた。 

図表３－１ 新調査項目の記入率 

調査項目 （参考）速報時 確報時 

今後の保有等予定 68.17% 86.35% 

５年前の利用状況 78.39% 74.73% 

転換予定 49.14% 78.84% 

 

（２） 分析結果 

５年以内に売却予定の土地は 4.2％であるが、「利用できない建物」「空き地」などではそ

の割合が高くなっていることが明らかになった。 

図表３－２ 利用現況別にみた転換予定 
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３－２ 令和５年調査に向けた課題 

新たに追加した調査項目については、調査項目の並びや記入の目的がわかるようにする

など、記入率向上に向けた検討を行う。 

なお「転換予定」の区切りを本調査の周期（５年）もふまえ設定していることについて

は、記入率からみても妥当な水準ではないかと考えている。 


